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▲Universal Oneサービス契約約款（第６編） 
（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第６編） 
（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 
 
⽬次 
第１章〜第３章 （略） 
第４章 契約 
   第７条〜第８条 （略） 

 
⽬次 
第１章〜第３章 （略） 
第４章 契約 
   第７条〜第８条 （略） 

   第９条 契約者回線⼜は加⼊者回線の終端    第９条 削除 
   第10条〜第11条 （略）    第10条〜第11条 （略） 
   第12条 最低利⽤期間    第12条 削除 
   第13条 品⽬等の変更    第13条 削除 
   第14条 ＣＣＮグループ回線等の変更等    第14条 削除 
   第15条 アクセス回線⼆重化    第15条 削除 
   第15条の２ 通常契約の解除に伴う⼆重化付加契約の扱い    第15条の２ 削除 
   第16条〜第19条 （略）    第16条〜第19条 （略） 
   第20条 協定事業者の契約の解除等に伴うクローズドコンピュータ通信網契約の扱い    第20条 削除 
   第21条 （略）    第21条 （略） 
第５章 （略） 第５章 （略） 
第６章 端末設備の提供等 第６章 削除 
   第24条 端末設備の提供    第24条 削除 
   第25条 端末設備の移転    第25条 削除 
第７章 回線相互接続 第７章 削除 
   第26条 当社⼜は他社の電気通信回線の接続    第26条 削除 
第８章 利⽤中⽌等 第８章 利⽤中⽌等 
   第27条〜第28条 （略）    第27条〜第28条 （略） 
   第29条 接続休⽌    第29条 削除 
第９章〜第12章 （略） 第９章〜第12章 （略） 
第13章 雑則 第13章 雑則 
   第44条〜第46条 （略）    第44条〜第46条 （略） 
   第47条 契約者回線⼜は加⼊者回線の設置場所の提供等    第47条 削除 
   第48条〜第49条 （略）    第48条〜第49条 （略） 
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   第50条 クローズドコンピュータ通信網契約者の⽒名の通知等    第50条 削除 
   第51条 同上    第51条 削除 
   第52条 協定事業者からの通知    第52条 削除 
   第53条〜第57条の４ （略）    第53条〜第57条の４ （略） 
第14章 （略） 第14章 （略） 
別記 別記 
  １ （略）   １ （略） 
  ２ 協定事業者及び契約事業者   ２ 削除 
  ３〜７ （略）   ３〜７ （略） 
  ８ 契約者回線⼜は加⼊者回線の設置場所の提供等   ８ 削除 
  ９ ⾃営端末設備の接続   ９ 削除 
  10 ⾃営端末設備に異常がある場合等の検査   10 削除 
  11 ⾃営電気通信設備の接続   11 削除 
  12 ⾃営電気通信設備に異常がある場合等の検査   12 削除 
  13〜15 （略）   13〜15 （略） 
  16 加⼊者回線に係る端末設備の提供   16 削除 
  17 クローズドコンピュータ通信網サービスに係るコネクティビティの提供等   17 削除 
  18 クローズドコンピュータ通信網サービスに係る屋内配線の提供等   18 削除 
  19 保守⼀元サービスの提供等   19 削除 
  20〜23 （略）   20〜23 （略） 
料⾦表 
 通則 
 第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 

料⾦表 
 通則 
 第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 

  第１ （略）   第１ （略） 
  第２ 使⽤料   第２ 削除 
  第３ （略）   第３ （略） 
 第２表 （略）  第２表 （略） 
 第３表 附帯サービスに関する料⾦  第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
  第１ 削除   第１ 削除 
  第２ 加⼊者回線に係る端末設備等使⽤料   第２ 削除 
  第３ コネクティビティ使⽤料   第３ 削除 
  第４ コネクティビティ⼯事費   第４ 削除 
  第５ 加⼊者回線に係る屋内配線利⽤   第５ 削除 
  第６ 保守⼀元サービスに係る料⾦   第６ 削除 
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  第７〜第８ （略）   第７〜第８ （略） 
料⾦表別表 クローズドコンピュータ通信網サービスの伝送速度 料⾦表別表 削除 
  
  
  第１章 総則 
第１条〜第３条 （略） 

  第１章 総則 
第１条〜第３条 （略） 

（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

（⽤語の定義） 
第４条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

 ⽤  語 ⽤  語  の  意  味   ⽤  語 ⽤  語  の  意  味  
 １〜８ （略） （略）   １〜８ （略） （略）  
 ９  ＣＣＮグル

ー プ 識 別 共 通
符号 

クローズドコンピュータ通信網契約のカテゴリー２⼜はカテゴ
リー３に係るグループを識別するためにクローズドコンピュー
タ通信網契約者が割り当てる１の英字及び数字の組合せであっ
て、そのクローズドコンピュータ通信網契約者に係るドメイン名
を含むもの 

  ９ ＣＣＮグルー
プ識別共通符号 

クローズドコンピュータ通信網契約のカテゴリー２に係るグル
ープを識別するためにクローズドコンピュータ通信網契約者が
割り当てる１の英字及び数字の組合せであって、そのクローズド
コンピュータ通信網契約者に係るドメイン名を含むもの 

 

 10〜36 （略） （略）   10〜36 （略） （略）  
  
  第２章〜第３章 （略）   第２章〜第３章 （略） 
  
  第４章 契約   第４章 契約 
（クローズドコンピュータ通信網契約の種別等） 
第７条 （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約の種別等） 
第７条 （略） 

２ ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー３（クラス１のタイプ４
⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）には、次の区分がありま
す。 

２ 削除 

 区   分 内           容      
 通常契約 ⼆重化付加契約以外のもの      
 ⼆重化付加契約 第15条（アクセス回線⼆重化）に規定するアクセス回線⼆重化

を⾏う場合に限り通常契約に付加して締結されるもの 
     

  
（クローズドコンピュータ通信網契約の単位） 
第８条 クローズドコンピュータ通信網契約の単位は、次のとおりとします。この場合、ク

ローズドコンピュータ通信網契約者は１のクローズドコンピュータ通信網契約につき１⼈
に限ります。 

（クローズドコンピュータ通信網契約の単位） 
第８条 クローズドコンピュータ通信網契約の単位は、次のとおりとします。この場合、ク

ローズドコンピュータ通信網契約者は１のクローズドコンピュータ通信網契約につき１⼈
に限ります。 
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(1) ＣＣＮアクセス契約の場合 (1) ＣＣＮアクセス契約の場合 
ア〜ウ （略） ア〜ウ （略） 
エ 料⾦表第１表に定めるカテゴリー３のクラス１の場合 エ 削除 

Ａ 当社は、１の他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに
限ります。）、利⽤回線、加⼊者回線⼜は契約者回線ごとに１の契約を締結します。 

 

Ｂ 当社は、第15条（アクセス回線⼆重化）に規定するアクセス回線⼆重化を⾏う場
合、Ａにかかわらず１の加⼊者回線⼜は契約者回線ごとに１の通常契約及び１の⼆
重化付加契約を締結します。 

 

オ 料⾦表第１表に定めるカテゴリー３のクラス２の場合 オ 削除 
当社は、１の加⼊者回線ごとに１の契約を締結します。  

(2) （略） (2) （略） 
（契約者回線⼜は加⼊者回線の終端） 
第９条 当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス取扱所内において、回線終端装置

⼜は配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

 
第９条 削除 

２ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリ
ー３のクラス２に係る者に限ります。）が指定した場所内の建物⼜は⼯作物において、回
線終端装置⼜は配線盤等を設置し、これを加⼊者回線の終端とします。 

 

（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法） 
第10条 クローズドコンピュータ通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項につい

て当社が指定した⽅法によりクローズドコンピュータ通信網契約の申込みを⾏っていただ
きます。 

（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法） 
第10条 クローズドコンピュータ通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項につい

て当社が指定した⽅法によりクローズドコンピュータ通信網契約の申込みを⾏っていただ
きます。 

(1)〜(2) （略） (1)〜(2) （略） 
(3) 加⼊者回線に係る終端の場所 (3) 削除 
(4)〜(5) （略） (4)〜(5) （略） 

２ 前項に規定する申込み（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３に係る申込みに限ります。）
が新たにＣＣＮグループ識別共通符号によるＣＣＮグループを設ける申込みであるとき
は、そのＣＣＮグループ識別共通符号に係るドメイン名の申出をクローズドコンピュータ
通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

２ 削除 

３ 前項に基づきＣＣＮセンター契約に係るクローズドコンピュータ通信網契約者（以下「Ｃ
ＣＮセンター契約者」といいます。）からドメイン名の申出があった場合、当社は、その申
出のあったドメイン名にクローズドコンピュータ網識別番号を割り当てます。 

３ 削除 

（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの承諾） 
第11条 （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約申込みの承諾） 
第11条 （略） 
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２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのクローズドコンピュータ通信網
契約の申込みを承諾しないことがあります。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのクローズドコンピュータ通信網
契約の申込みを承諾しないことがあります。 

(1)〜(5) （略） (1)〜(5) （略） 
(6) ＣＣＮセンター契約の申込みをした者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー

２⼜はカテゴリー３に係るクローズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならない
とき。 

(6) ＣＣＮセンター契約の申込みをした者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー
２に係るクローズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならないとき。 

(7) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス２に係るものを除
きます。）に係るものに限ります。）の申込みをした者が他社接続契約者回線（ＤＳＬ回
線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）について協定事業者と契約を締結して
いる者と同⼀の者とならないとき。 

(7) 削除 

(8) その他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス
１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る
協定事業者の承諾が得られないとき。 

(8) 削除 

(9)〜(10) （略） (9)〜(10) （略） 
(11) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス１（タイプ４⼜

はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）の⼆重化付加契約に係る
申込みをした者が、通常契約を締結している者と同⼀の者とならないとき。 

(11) 削除 

(12) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス１（タイプ４⼜
はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）の⼆重化付加契約に係る
品⽬及び通信⼜は保守の態様による細⽬が、通常契約に係る品⽬及び通信⼜は保守の態
様による細⽬と同⼀とならないとき。 

(12) 削除 

(13) ＣＣＮアクセス契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス１（タイプ４⼜
はタイプ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）
に係る申込みをした者が、ＣＣＮセンター契約者と同⼀の者とならないとき。 

(13) 削除 

(14) （略） (14) （略） 
（最低利⽤期間） 
第12条 クローズドコンピュータ通信網サービスの最低利⽤期間は、料⾦表第１表（料⾦）

に定めるところによります。 

 
第12条 削除 

２ 前項の最低利⽤期間は、クローズドコンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇か
ら起算して１年間とします。 

  ただし、料⾦表第１表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 
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３ クローズドコンピュータ通信網契約者は、前項の最低利⽤期間内にクローズドコンピュ
ータ通信網契約の解除⼜はクローズドコンピュータ通信網サービスの品⽬等の変更等があ
った場合は、当社が定める期⽇までに、料⾦表第１表に規定する額を⽀払っていただきま
す。 

 

（品⽬等の変更） 
第13条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、クローズドコンピュータ通信網サービス

の品⽬等の変更の請求をすることができます。 

 
第13条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第11条（クローズドコンピュータ通信網契約申込
みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（ＣＣＮグループ回線等の変更等） 
第14条 ＣＣＮセンター契約者（カテゴリー２に係る者を除きます。）は、ＣＣＮグループ

回線の変更、ＣＣＮグループ識別共通符号の変更⼜はＣＣＮグループ識別共通符号に係る
ドメイン名変更の請求をすることができます。 

 
第14条 削除 

２ ＣＣＮアクセス契約に係るクローズドコンピュータ通信網契約者（以下「ＣＣＮアクセ
ス契約者」といいます。）は、ＣＣＮアクセス回線の変更（料⾦表第１表に定めるカテゴリ
ー２（クラス２（プラン３に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る変更
を除きます。）の請求をすることができます。 

 

３ 前項の請求があったときは、当社は、受け付けた順序に従って承諾します。  
（アクセス回線⼆重化） 
第15条 クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー

３（クラス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係る者に限ります。）に
係る者に限ります。）は、通常契約に付加して⼆重化付加契約を締結することにより、アク
セス回線⼆重化（通常契約に係る加⼊者回線⼜は接続契約者回線による通信を⾏うことが
できない状態（通信に著しい⽀障が⽣じ、通信を⾏うことができない状態と同程度の状態
となる場合を含みます｡）となった場合に、通信を継続することができるようにするため、
１の加⼊者回線⼜は接続契約者回線を加えて設置⼜は接続することをいいます。以下同じ
とします。）を⾏うことができます。 

 
第15条 削除 

（通常契約の解除に伴う⼆重化付加契約の扱い） 
第15条の２ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者からそのクローズドコンピュー

タ通信網契約（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー３（クラス１のタイプ４⼜はタイ
プ６に係るものに限ります。）に係るものに限ります。以下、本条において同じとします。）
の契約について、契約の解除があった旨の申出があったとき⼜はその事実を知ったときは、
そのクローズドコンピュータ通信網契約に係る⼆重化付加契約を解除します。 

 
第15条の２ 削除 
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（クローズドコンピュータ通信網契約に基づく権利の譲渡） 
第16条 （略） 
２ （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約に基づく権利の譲渡） 
第16条 （略） 
２ （略） 

３ 当社は、前項の規定によりクローズドコンピュータ通信網利⽤権の譲渡の承認を求めら
れたときは、次の場合を除いて、これを承認します。 

３ 当社は、前項の規定によりクローズドコンピュータ通信網利⽤権の譲渡の承認を求めら
れたときは、次の場合を除いて、これを承認します。 

(1)〜(5) （略） (1)〜(5) （略） 
(6) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（ＣＣＮセンター契約に係るものに限ります。）

を譲り受けようとする者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー２⼜はカテゴリ
ー３に係るクローズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならないとき。 

(6) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（ＣＣＮセンター契約に係るものに限ります。）
を譲り受けようとする者が、料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテゴリー２に係るクロー
ズドコンピュータ通信網契約者と同⼀の者とならないとき。 

(7) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラス
２に係るものを除きます。）に係るものに限ります。）を譲り受けようとする者が、他社
接続契約者回線（ＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線に係るものに限ります。）⼜は利⽤回
線について協定事業者と契約を締結している者と同⼀の者とならないとき。 

(7) 削除 

(8) その譲渡について、他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線（料⾦表第１表に定めるカテゴ
リー３（クラス１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限り
ます。）に係る協定事業者の承認が得られないとき。 

(8) 削除 

(9)〜(10) （略） (9)〜(10) （略） 
(11) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（クラ

ス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）の⼆重化付加契約に係るものに
限ります。）を譲り受けようとする者が、通常契約を締結している者と同⼀の者となら
ないとき。 

(11) 削除 

(12) その譲渡について、⼆重化付加契約（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（料⾦表
第１表に定めるクラス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係るもの
に限ります。）に係る品⽬及び通信⼜は保守の態様による細⽬が、通常契約に係る品⽬
及び通信⼜は保守の態様による細⽬と同⼀とならないとき。 

(12) 削除 

(13) クローズドコンピュータ通信網利⽤権（料⾦表第１表に定めるカテゴリー３（料⾦
表第１表に定めるクラス１（タイプ４⼜はタイプ６に係るものに限ります。）に係るも
のに限ります。）に係るものに限ります。）を譲り受けようとする者が、ＣＣＮセンター
契約者と同⼀の者とならないとき。 

(13) 削除 

(14) （略） (14) （略） 
４ （略） ４ （略） 
第16条の２〜第19条 （略） 第16条の２〜第19条 （略） 
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（協定事業者の契約の解除等に伴うクローズドコンピュータ通信網契約の扱い） 
第20条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者からそのクローズドコンピュータ通

信網契約に係る他社接続契約者回線について、契約の解除等、その他社接続契約者回線と
の接続を中⽌（以下この条において「接続中⽌」といいます。）する旨の届出があったとき
⼜はその事実を知ったときは、そのクローズドコンピュータ通信網契約を解除します。 
 ただし、接続中⽌すると同時にそれに相当する契約者回線等との接続を開始した場合で
あって、そのクローズドコンピュータ通信網契約者からクローズドコンピュータ通信網契
約を継続したい旨の申出があったときは、この限りでありません。 

 
第20条 削除 

第21条 （略） 第21条 （略） 
  
  第５章 削除   第５章 削除 
  
  第６章 端末設備の提供等   第６章 削除 
（端末設備の提供） 
第24条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、その契約

者回線について、料⾦表第１表（料⾦）に定めるところにより端末設備を提供します。 

 
第24条 削除 

（端末設備の移転） 
第25条 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、当社が提

供する端末設備の移転を⾏います。 

 
第25条 削除 

  
  第７章 回線相互接続   第７章 削除 
（当社⼜は他社の電気通信回線の接続） 
第26条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約者回線若しくは加⼊者回線の終

端において、⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線⼜は加⼊
者回線と当社⼜は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をす
ることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を⾏う場所、
その接続を⾏うために使⽤する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定す
るための事項について記載した当社所定の書⾯をクローズドコンピュータ通信網サービス
取扱所に提出していただきます。 

 
第26条 削除 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利⽤に関す
る当社⼜は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料⾦表によりその接続が制限される
ときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信
回線により⾏う通信について、その品質を保証しません。 
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  第８章 利⽤中⽌等   第８章 利⽤中⽌等 
第27条〜第28条 （略） 第27条〜第28条 （略） 
（接続休⽌） 
第29条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の⼀時停⽌、相互接続協定の解除、協定事

業者⼜は契約事業者の電気通信事業の休⽌⼜は⼀部若しくは全部の廃⽌⼜は契約事業者と
の契約の解除により、当社のクローズドコンピュータ通信網契約者が当社のクローズドコ
ンピュータ通信網サービスを全く利⽤できなくなったときは、そのクローズドコンピュー
タ通信網サービスについて接続休⽌（そのクローズドコンピュータ通信網サービスに係る
電気通信設備を他に転⽤することを条件としてそのクローズドコンピュータ通信網サービ
スを⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。）とします。 
 ただし、そのクローズドコンピュータ通信網サービスについて、クローズドコンピュー
タ通信網契約者から契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 

 
第29条 削除 

２ 当社は、前項の規定により、接続休⽌をしようとするときは、あらかじめ、そのクローズ
ドコンピュータ通信網契約者にそのことを通知します。 

 

３ 第１項の接続休⽌の期間は、その接続休⽌をした⽇から起算して１年間とし、その接続
休⽌の期間を経過した⽇において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この
場合、そのクローズドコンピュータ通信網契約者にそのことを通知します。 

 

  
  第９章 通信   第９章 通信 
第30条〜第30条の２ （略） 第30条〜第30条の２ （略） 
（回線による制約） 
第31条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社⼜は当社以外の電気通信事業者の契

約約款及び料⾦表の定めるところにより、接続契約者回線等、ＤＳＬ回線、光アクセス回
線を使⽤することができない場合（当社が別に定める理由により、使⽤することができな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。）においては、クローズドコンピュータ通
信網サービスを利⽤することができない場合があります。 

（回線による制約） 
第31条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社の契約約款及び料⾦表の定めるとこ

ろにより、接続契約者回線を使⽤することができない場合においては、クローズドコンピ
ュータ通信網サービスを利⽤することができない場合があります。 

（注）本条に規定する当社が別に定める理由は、ＤＳＬ回線に係る別記３に掲げる協定事業
者の契約約款及び料⾦表に規定するＤＳＬ⽅式に起因する事象によるものとします。 

 

  
  第10章 料⾦等   第10章 料⾦等 
   第１節 料⾦及び⼯事に関する費⽤    第１節 料⾦及び⼯事に関する費⽤ 
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（料⾦及び⼯事に関する費⽤） 
第32条 当社が提供するクローズドコンピュータ通信網サービスの料⾦は、料⾦表第１表（料

⾦）に規定する利⽤料⾦、使⽤料及び⼿続きに関する料⾦とし、利⽤料⾦及び使⽤料は、当
社が提供するクローズドコンピュータ通信網サービスの態様に応じて適⽤します。 

（料⾦及び⼯事に関する費⽤） 
第32条 当社が提供するクローズドコンピュータ通信網サービスの料⾦は、料⾦表第１表

（料⾦）に規定する利⽤料⾦及び⼿続きに関する料⾦とし、利⽤料⾦は、当社が提供する
クローズドコンピュータ通信網サービスの態様に応じて適⽤します。 

２ （略） ２ （略） 
   第２節 料⾦等の⽀払義務    第２節 料⾦等の⽀払義務 
（利⽤料⾦等の⽀払義務） 
第33条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約に基づいて当社がクローズドコ

ンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇（端末設備についてはその提供を開始した
⽇）から起算して、契約の解除があった⽇（端末設備についてはその廃⽌のあった⽇）の前
⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除⼜は廃⽌のあった⽇が同⼀の⽇である場合は、１
⽇間とします。）について、料⾦表第１表（料⾦）に規定するクローズドコンピュータ通信
網契約に係る利⽤料⾦及び使⽤料（以下「定額利⽤料等」といいます。）の⽀払いを要しま
す。 

（利⽤料⾦等の⽀払義務） 
第33条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約に基づいて当社がクローズドコ

ンピュータ通信網サービスの提供を開始した⽇から起算して、契約の解除があった⽇の前
⽇までの期間（提供を開始した⽇と解除⼜は廃⽌のあった⽇が同⼀の⽇である場合は、１
⽇間とします。）について、料⾦表第１表（料⾦）に規定するクローズドコンピュータ通
信網契約に係る利⽤料⾦（以下「定額利⽤料等」といいます。）の⽀払いを要します。 

２ 前項の期間において、クローズドコンピュータ通信網サービスを全く利⽤することがで
きない状態が⽣じたときの料⾦の⽀払いは、次によります。 

２ 前項の期間において、クローズドコンピュータ通信網サービスを全く利⽤することがで
きない状態が⽣じたときの料⾦の⽀払いは、次によります。 

(1) （略） (1) （略） 
(2) 前２号の規定によるほか、クローズドコンピュータ通信網契約者は、次の場合を除き、

クローズドコンピュータ通信網サービスを利⽤できなかった期間中の定額利⽤料等の⽀
払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、クローズドコンピュータ通信網契約者は、次の場合を除き、
クローズドコンピュータ通信網サービスを利⽤できなかった期間中の定額利⽤料等の⽀
払いを要します。 

 区      別 ⽀払いを要しない料⾦   区      別 ⽀払いを要しない料⾦  
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 １ クローズドコンピュータ通信網契約
者の責めによらない理由により、その
クローズドコンピュータ通信網サービ
スを全く利⽤できない状態（その契約
に係る電気通信設備によるすべての通
信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤でき
ない状態と同程度の状態となる場合を
含みます｡以下この表において同じと
します。)が⽣じた場合（２欄、３欄⼜
は４欄に該当する場合及びＤＳＬ回線
の区間（別記３に掲げる協定事業者の
区間に限ります。）において、当社が別
に定める理由により全く利⽤できない
状態となる場合を除きます。)に、その
ことを当社が知った時刻から起算して
24時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利⽤
できなかった時間（24時間の倍数である
部分に限ります。）について、24時間ごと
に⽇数を計算し、その⽇数に対応するその
クローズドコンピュータ通信網サービス
についての料⾦ 

  １ クローズドコンピュータ通信網契約
者の責めによらない理由により、その
クローズドコンピュータ通信網サービ
スを全く利⽤できない状態（その契約
に係る電気通信設備によるすべての通
信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤でき
ない状態と同程度の状態となる場合を
含みます｡以下この表において同じと
します。)が⽣じた場合（２欄に該当す
る場合を除きます。)に、そのことを当
社が知った時刻から起算して24時間以
上その状態が連続したとき。 

（略）  

 ２ （略） （略）   ２ （略） （略）  
 ３ 回線収容部の変更等⼜は移転に伴っ

て、クローズドコンピュータ通信網サ
ービスを利⽤できなくなった期間が⽣
じたとき（クローズドコンピュータ通
信網契約者の都合によりクローズドコ
ンピュータ通信網サービスを利⽤しな
かった場合であって、その設備を保留
したときを除きます。）。 

利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利
⽤できる状態とした⽇の前⽇までの⽇数
に対応するそのクローズドコンピュータ
通信網サービスについての料⾦ 

     

 ４ クローズドコンピュータ通信網サー
ビスの接続休⽌をしたとき。 

接続休⽌をした⽇から起算し、再び利⽤で
きる状態とした⽇の前⽇までの⽇数に対
応するそのクローズドコンピュータ通信
網サービスについての料⾦ 

     

  
３ （略） ３ （略） 
（注）本条第２項に規定する当社が別に定める理由は、ＤＳＬ回線に係る別記３に掲げる協

定事業者の契約約款及び料⾦表に規定するＤＳＬ⽅式に起因する事象によるものとしま
す。 
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第34条〜第35条 （略） 第34条〜第35条 （略） 
   第３節〜第４節 （略）    第３節〜第４節 （略） 
  
  第11章 保守   第11章 保守 
第39条 （略） 第39条 （略） 
（クローズドコンピュータ通信網契約者の切分責任） 
第40条 （略） 

（クローズドコンピュータ通信網契約者の切分責任） 
第40条 （略） 

２ 前項の確認に際して、クローズドコンピュータ通信網契約者（契約者回線⼜は加⼊者回
線に係る者に限ります。以下本条において同じとします。）から請求があったときは、当社
は、クローズドコンピュータ通信網サービス取扱所において試験を⾏い、その結果をクロ
ーズドコンピュータ通信網契約者にお知らせします。 

２ 削除 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に
おいて、クローズドコンピュータ通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、
故障の原因が⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備にあったときは、クローズドコンピュー
タ通信網契約者にその派遣に要した費⽤を負担していただきます。この場合の負担を要す
る費⽤の額は、派遣に要した費⽤の額に消費税相当額を加算した額とします。 

３ 削除 

（注） （略） （注） （略） 
第41条 （略） 第41条 （略） 
  
  第12章 損害賠償   第12章 損害賠償 
（責任の制限） 
第42条 当社は、クローズドコンピュータ通信網サービスを提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのクローズドコンピュータ
通信網サービスが全く利⽤できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信
に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度となる場合を含みます。以下本条に
おいて同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状
態が連続したときに限り、そのクローズドコンピュータ通信網契約者の損害を賠償します。 
 ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料⾦表の定めるところによりその損害
を賠償する場合⼜はそのクローズドコンピュータ通信網サービスがＤＳＬ回線の区間にお
いて当社が別に定める理由により全く利⽤できない状態となる場合は、この限りでありま
せん。 

（責任の制限） 
第42条 当社は、クローズドコンピュータ通信網サービスを提供すべき場合において、当社

の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのクローズドコンピュータ
通信網サービスが全く利⽤できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信
に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度となる場合を含みます。以下本条に
おいて同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状
態が連続したときに限り、そのクローズドコンピュータ通信網契約者の損害を賠償します。 

２〜３ （略） ２〜３ （略） 
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（注）本条第１項に規定する当社が別に定める理由は、ＤＳＬ回線に係る別記３に掲げる協
定事業者の契約約款及び料⾦表に規定するＤＳＬ⽅式に起因する事象によるものとしま
す。 

 

第43条 （略） 第43条 （略） 
  
  第13章 雑則   第13章 雑則 
第44条〜第46条 （略） 第44条〜第46条 （略） 
（契約者回線⼜は加⼊者回線の設置場所の提供等） 
第47条 契約者回線⼜は加⼊者回線の設置場所の提供等については、別記８に定めるところ

によります。 

 
第47条 削除 

第48条 削除 第48条 削除 
（クローズドコンピュータ通信網契約者からの通知） 
第49条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、接続契約者回線等について、第10条（ク

ローズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法）に規定する事項、利⽤休⽌⼜は利⽤権の
譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知
していただきます。 

（クローズドコンピュータ通信網契約者からの通知） 
第49条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、接続契約者回線について、第10条（クロ

ーズドコンピュータ通信網契約申込みの⽅法）に規定する事項、利⽤休⽌⼜は利⽤権の譲
渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知し
ていただきます。 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。 
(1) 接続契約者回線等に係る契約を締結している者の⽒名及び住所の変更 
(2) 接続契約者回線等に係る契約の解除 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。 
(1) 接続契約者回線に係る契約を締結している者の⽒名及び住所の変更 
(2) 接続契約者回線に係る契約の解除 

（クローズドコンピュータ通信網契約者の⽒名の通知等） 
第50条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、契約事業者（東⽇本電信電話株式会社⼜

は⻄⽇本電信電話株式会社に限ります。以下この条において同じとします。）から当社に
請求があったときは、当社がクローズドコンピュータ通信網契約者（その契約事業者の加
⼊者回線を利⽤している者に限ります。以下この条において同じとします。）の⽒名⼜は
名称及び住所⼜は居所をその契約事業者に通知する場合があることについて、予め承諾す
るものとします。 

 
第50条 削除 

２ クローズドコンピュータ通信網契約者は、契約事業者が以下の各号において、前項に基
づき契約事業者の保有するクローズドコンピュータ通信網契約者の情報を第三者（クロー
ズドコンピュータ通信網契約者が契約を締結している事業者⼜は契約事業者のＩＰ通信網
サービス契約約款に定める特定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）
に開⽰する場合があることについて予め承諾するものとします。 
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(1) 第三者から請求があった場合における、そのクローズドコンピュータ通信網契約者に
関する情報の開⽰ 

(2) 契約事業者の委託によりクローズドコンピュータ通信網サービスに関する業務を⾏
う事業者へのそのクローズドコンピュータ通信網契約者に関する情報の開⽰ 

(3) 判決、決定、命令その他の司法上または⾏政上の要請、要求または命令によりその情
報の開⽰が要求された場合における、その請求元機関への開⽰ 

 

３ 削除  
第51条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、協定事業者から当社に請求があったとき

は、当社がクローズドコンピュータ通信網契約者（その協定事業者とクローズドコンピュ
ータ通信網サービスを利⽤するうえで必要な契約を締結している者に限ります。）の⽒名
⼜は住所をその協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。 

第51条 削除 

（協定事業者からの通知） 
第52条 クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の適

⽤にあたり必要があるときは、協定事業者から料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を適⽤するため
に必要なクローズドコンピュータ通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾
していただきます。 

 
第52条 削除 

第53条〜第57条の４ （略） 第53条〜第57条の４ （略） 
  
  第14章 附帯サービス   第14章 附帯サービス 
（附帯サービス） 
第58条 クローズドコンピュータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについて

は、別記16から別記21までに定めるところによります。 

（附帯サービス） 
第58条 クローズドコンピュータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについて

は、別記20から別記21までに定めるところによります。 
  
別記 別記 
１ クローズドコンピュータ通信網サービスの提供区間 
  当社のクローズドコンピュータ通信網サービスは、次に掲げる区間において提供します。 

１ クローズドコンピュータ通信網サービスの提供区間 
  当社のクローズドコンピュータ通信網サービスは、次に掲げる区間において提供します。 

(1) 契約者回線の終端相互間 (1) 削除 
(2) 契約者回線の終端と加⼊者回線の終端との間 (2) 削除 
(3) （略） (3) （略） 
(4) 契約者回線の終端と相互接続点との間 (4) 削除 
(5) 契約者回線の終端とサービスインタワークポイント（クローズドコンピュータ通信網

とUniversal Oneサービス契約約款に規定するＩＰ伝送網⼜は電話等サービス契約約款
に規定する総合ディジタル通信網との接続点をいいます。以下同じとします。）との間 

(5) 削除 
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(6) 契約者回線の終端とボイスリレーポイント（シェアードゲートウェイ装置を介して接
続するクローズドコンピュータ通信網相互間の接続点をいいます。以下同じとします。）
との間 

(6) 削除 

(7) 加⼊者回線の終端相互間 (7) 削除 
(8) （略） (8) （略） 
(9) 加⼊者回線の終端と相互接続点との間 (9) 削除 
(10) 加⼊者回線の終端とサービスインタワークポイントとの間 (10) 削除 
(11) 加⼊者回線の終端とボイスリレーポイントとの間 (11) 削除 
(12)〜(13) （略） (12)〜(13) （略） 
(14) サービス接続点とサービスインタワークポイントとの間 (14) サービス接続点とサービスインタワークポイント（クローズドコンピュータ通信網

とUniversal Oneサービス契約約款に規定するＩＰ伝送網⼜は電話等サービス契約約款
に規定する総合ディジタル通信網との接続点をいいます。以下同じとします。）との間 

(15) サービス接続点とボイスリレーポイントとの間 (15) サービス接続点とボイスリレーポイント（シェアードゲートウェイ装置を介して接
続するクローズドコンピュータ通信網相互間の接続点をいいます。以下同じとします。）
との間 

(16) 相互接続点相互間（同⼀の相互接続点に終始する場合を含みます。） (16) 削除 
(17) 相互接続点とサービスインタワークポイントとの間 (17) 削除 
(18) 相互接続点とボイスリレーポイントとの間 (18) 削除 
(19) サービスインタワークポイント相互間（同⼀のサービスインタワークポイントに終

始する場合を含みます。） 
(19) 削除 

(20) サービスインタワークポイントとボイスリレーポイントとの間 (20) 削除 
２ 協定事業者及び契約事業者 ２ 削除 

(1) ＤＳＬ回線、光アクセス回線及び利⽤回線に係るもの  
 東⽇本電信電話株式会社 

⻄⽇本電信電話株式会社 
    

  
３ クローズドコンピュータ通信網サービスの提供に係る当社若しくは協定事業者⼜は契約

事業者の電気通信サービスの契約等 
３ クローズドコンピュータ通信網サービスの提供に係る当社若しくは協定事業者⼜は契約

事業者の電気通信サービスの契約等 
(1) （略） (1) （略） 
(2) 他社接続契約者回線及び加⼊者回線に係るもの 

ア ＤＳＬ回線に係るもの 
(2) 削除 

（ア） 東⽇本電信電話株式会社に係るもの  
ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するＩＰ通信網契約であって、次に掲げる品

⽬及び細⽬等に係るもの 
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 品⽬及び細⽬等     
 メニュー４ 1.5Mb/s、8Mb/s、12Mb/s、40Mb/s⼜は47Mb/s プラン１     
 備考 加⼊者回線については、当該電気通信事業者の契約約款及び料⾦表に規定する

契約者回線型サービスに係るものに限ります。 
    

  
（イ） ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するＩＰ通信網契約であって、次に掲げる品
⽬及び細⽬等に係るもの 

 

 品⽬及び細⽬等     
 メニュー４ 1.5Mb/s、8Mb/s、12Mb/s、40Mb/s⼜は47Mb/s     
 備考 加⼊者回線については、当該電気通信事業者の契約約款及び料⾦表に規定する

契約者回線型サービスに係るものに限ります。 
    

  
イ 光アクセス回線に係るもの  

（ア） 東⽇本電信電話株式会社に係るもの  
ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するＩＰ通信網契約であって、次に掲げる品

⽬及び細⽬等に係るもの 
 

 項番 品⽬及び細⽬等     
 EK010 削除     
 EK020 削除     
 EK030 メニュー５－

１ 
Ⅱ－１型 100Mb/s     

 EK040   200Mb/s     
 EM010 削除     
 EM020 メニュー５－

２ 
Ⅱ－１型 100Mb/s     

 EM030   200Mb/s     
 備考 料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリー２のクラス１については、本表に

定める品⽬及び細⽬のほか、東⽇本電信電話株式会社の卸電気通信役務を利⽤す
る他の電気通信事業者の電気通信サービス（本表に定める品⽬及び細⽬等に相当
するものに限ります。）を含むものとします。 

    

  
（イ） ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  
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ＩＰ通信網サービス契約約款に規定するＩＰ通信網契約であって、次に掲げる品
⽬及び細⽬等に係るもの 

 

 項番 品⽬及び細⽬等     
 WK010 削除     
 WK020 メニュー５－１ 100Mb/s プラン５－１     
 WK030  200Mb/s     
 WM010 削除     
 WM020 メニュー５－２ 100Mb/s カテゴリー３

－１ 
    

 WM030  200Mb/s     
 備考 料⾦表第１表（料⾦）に規定するカテゴリー２のクラス１については、本表に

定める品⽬及び細⽬のほか、⻄⽇本電信電話株式会社の卸電気通信役務を利⽤す
る他の電気通信事業者の電気通信サービス（本表に定める品⽬及び細⽬等に相当
するものに限ります。）を含むものとします。 

    

  
ウ 利⽤回線に係るもの  

 事業者の名称 契約の種別等 契約約款の名称     
 東⽇本電信電話株式会社 ＩＰ通信網契約（メニュー

１ に 係 る も の に 限 り ま
す。） 

ＩＰ通信網サービス契約
約款 

    

 ⻄⽇本電信電話株式会社 ＩＰ通信網契約（メニュー
１ に 係 る も の に 限 り ま
す。） 

ＩＰ通信網サービス契約
約款 

    

  
４〜７ （略） ４〜７ （略） 
８ 契約者回線⼜は加⼊者回線の設置場所の提供等 ８ 削除 
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(1) 契約者回線⼜は加⼊者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）⼜
は建物内において、当社が契約者回線⼜は加⼊者回線を設置するために必要な場所は、
そのクローズドコンピュータ通信網契約者（契約者回線⼜は加⼊者回線に係る者に限り
ます。以下８において同じとします。）から提供していただきます。 
 ただし、クローズドコンピュータ通信網契約者からの要請があったときは、クローズ
ドコンピュータ通信網契約者の費⽤負担において、クローズドコンピュータ通信網契約
者と当社が合意するところにより、当社が契約者回線の設置場所を提供することがあり
ます。 

 

(2) 当社がクローズドコンピュータ通信網契約に基づき設置する端末設備その他の電気
通信設備に必要な電気は、クローズドコンピュータ通信網契約者から提供していただき
ます。 

 

(3) 当社がクローズドコンピュータ通信網契約に基づき契約者回線⼜は加⼊者回線の終
端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）⼜は建物内で⼯事を⾏うにあたり、⽴
会い等のその⼯事に必要な対応はクローズドコンピュータ通信網契約者の負担により⾏
っていただきます。 

 

(4) クローズドコンピュータ通信網契約者は、契約者回線⼜は加⼊者回線の終端のある構
内（これに準ずる区域内を含みます。）⼜は建物内において、当社の電気通信設備を設置
するために管路等の特別な設備を使⽤することを希望するときは、⾃⼰の負担によりそ
の特別な設備を設置していただきます。 

 

９ ⾃営端末設備の接続 ９ 削除 
(1) クローズドコンピュータ通信網契約者（契約者回線⼜は加⼊者回線に係る者に限りま

す。以下12まで同じとします。）は、その契約者回線若しくは加⼊者回線の終端におい
て⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線⼜は加⼊者回
線に⾃営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合に
おいて、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成16年総務省令第15号。以下
「技術基準適合認定規則」をいいます。）様式第７号の表⽰が付されている端末機器（技
術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末機器をいいます。）、技術基準等に適合
することについて事業法第86条第１項に規定する登録認定機関⼜は事業法第104条第２
項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、⼜は技術基準適合認定規則様式第
14号に規定する表⽰を付された特定端末機器（技術基準適合認定規則第３条第２項で定
める端末設備の機器をいいます。）以外の⾃営端末設備を接続するときは、当社所定の
書⾯によりその接続の請求をしていただきます。 

 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。  
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ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 
イ その接続が、事業法施⾏規則第31条で定める場合に該当するとき。 

 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に
適合するかどうかの検査を⾏います。 

 

ア 技術基準適合認定規則様式第7号または14号の表⽰が付されている端末機器を接続
するとき。 

イ 事業法施⾏規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。 

 

(4) (3)の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。  
(5) クローズドコンピュータ通信網契約者は、⼯事担任者規則（昭和60年郵政省令第28

号）第４条で定める種類の⼯事担任者資格者証の交付を受けている者に⾃営端末設備の
接続に係る⼯事を⾏わせ、⼜は実地に監督させなければなりません。 
 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

 

(6) クローズドコンピュータ通信網契約者が、その⾃営端末設備を変更したときについて
も、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。 

 

(7) クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約者回線⼜は加⼊者回線に接続され
ている⾃営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。 

 

10 ⾃営端末設備に異常がある場合等の検査 10 削除 
(1) 当社は、契約者回線⼜は加⼊者回線に接続されている⾃営端末設備に異常がある場合

その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合において必要があるときは、ク
ローズドコンピュータ通信網契約者に、その⾃営端末設備の接続が技術基準等に適合す
るかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、クローズドコンピ
ュータ通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施⾏規則第32条第２項で定
める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 

 

(2) (1)の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。  
(3) (1)の検査を⾏った結果、⾃営端末設備が技術基準等に適合していると認められない

ときは、クローズドコンピュータ通信網契約者は、その⾃営端末設備を契約者回線⼜は
加⼊者回線から取りはずしていただきます。 

 

11 ⾃営電気通信設備の接続 11 削除 
(1) クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約者回線若しくは加⼊者回線の終端

において⼜はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線⼜は加
⼊者回線に⾃営電気通信設備を接続するときは、その接続を⾏う場所、その⾃営電気通
信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項を記載した当
社所定の書⾯により、その接続の請求をしていただきます。 

 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。  
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ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総

務⼤⾂の認定を受けたとき。 

 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施⾏規則第32条第１項で定める場合
に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を⾏います。 

 

(4) (3)の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。  
(5) クローズドコンピュータ通信網契約者は、⼯事担任者規則第４条で定める種類の⼯事

担任者資格者証の交付を受けている者に⾃営電気通信設備の接続に係る⼯事を⾏わせ、
⼜は実地に監督させなければなりません。 
 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

 

(6) クローズドコンピュータ通信網契約者が、その⾃営電気通信設備を変更したときにつ
いても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。 

 

(7) クローズドコンピュータ通信網契約者は、その契約者回線⼜は加⼊者回線に接続され
ている⾃営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。 

 

12 ⾃営電気通信設備に異常がある場合等の検査 12 削除 
契約者回線⼜は加⼊者回線に接続されている⾃営電気通信設備に異常がある場合その他

電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合の検査については、別記10（⾃営端末設
備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。 

 

13〜15 （略） 13〜15 （略） 
16 加⼊者回線に係る端末設備の提供 16 削除 

(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ
ゴリー３（クラス２のタイプ１に係るものに限ります。以下16において同じとします。）
から請求があったときは、そのクローズドコンピュータ通信網サービスに係る端末設備
を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契約者は料⾦表第３表（附帯
サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

 

(2) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、端末設備の
設置若しくは移転⼜はその他の変更に係る⼯事を⾏います。この場合、クローズドコン
ピュータ通信網契約者は、料⾦表第３表に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

 

(3) 端末設備を設置するために必要な場所は、クローズドコンピュータ通信網契約者から
提供していただきます。 

 

(4) 端末設備に必要な電気は、クローズドコンピュータ通信網契約者から提供していただ
きます。 

 

(5) クローズドコンピュータ通信網契約者が端末設備を使⽤することができなくなった
ときは、当社に修理の請求をしていただきます。 
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(6) 当社は、クローズドコンピュータ通信網サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場
合に限り、そのクローズドコンピュータ通信網サービスにおいて使⽤される端末設備に
係る料⾦の⽀払い及び損害賠償について、そのクローズドコンピュータ通信網サービス
の場合に準じて取り扱います。 

 

(7) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が提供した端末設備を善良な管理者の
注意をもって保管していただきます。 

 

(8) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(7)の規定に違反して端末設備を亡失し、
⼜はき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要
な費⽤を⽀払っていただきます。 

 

(9) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が設置した端末設備について、端末設
備の廃⽌、クローズドコンピュータ通信網契約の解除、クローズドコンピュータ通信網
サービスの⼀部若しくは全部の廃⽌⼜はその他の事由により、その端末設備を使⽤する
権利を失ったときは、その端末設備をクローズドコンピュータ通信網契約者の費⽤負担
により原状に復したうえで、当社が指定する期⽇までに当社が指定する⽅法によりクロ
ーズドコンピュータ通信網サービス取扱所へ返還していただきます。 

 

(10) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(9)の規定による端末設備の返還が遅延し
たとき（当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。）は、当社が別に算定する⾦
額を⽀払っていただきます。 

 

(11) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(9)の規定による端末設備の返還に関し、
当社がその端末設備をその所在場所から撤去⼜は回収するときは、その撤去⼜は回収に
協⼒するものとし、これを妨害し、⼜は拒んだりしないものとします。 

 

(12) 当社は、(9)の規定による端末設備の返還に際して、クローズドコンピュータ通信網
契約者がその端末設備以外の物品等を同梱した場合、その物品等の所有者がその所有権
を放棄したものとみなし、その物品等を任意に処分できるものとします。 

 

17 クローズドコンピュータ通信網サービスに係るコネクティビティの提供等 17 削除 
(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ

ゴリー３のクラス１のタイプ４に係る者に限ります。以下３において同じとします。）
から請求があったときは、そのクローズドコンピュータ通信網サービスに係るコネクテ
ィビティ（クローズドコンピュータ通信網サービス取扱所内におけるクローズドコンピ
ュータ通信網サービスに係る電気通信回線の終端と当社の施設⼜は当社が指定する施設
に設置されるクローズドコンピュータ通信網契約者の設備との間に設置するケーブル等
をいいます。以下同じとします。）を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通
信網契約者は、料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを
要します。 
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(2) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、コネクティ
ビティの設置⼜はその他の変更に係る⼯事を⾏います。この場合、クローズドコンピュ
ータ通信網契約者は、料⾦表第３表に規定する⼯事費の⽀払いを要します。 

 

(3) コネクティビティを設置するために必要な場所は、クローズドコンピュータ通信網契
約者から提供していただきます。 

 

(4) コネクティビティに必要な電気は、クローズドコンピュータ通信網契約者から提供し
ていただきます。 

 

(5) クローズドコンピュータ通信網契約者がコネクティビティを使⽤することができな
くなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。 

 

(6) 当社は、クローズドコンピュータ通信網サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場
合に限り、そのクローズドコンピュータ通信網サービスにおいて使⽤されるコネクティ
ビティに係る料⾦の⽀払い及び損害賠償について、そのクローズドコンピュータ通信網
サービスの場合に準じて取り扱います。 

 

(7) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が設置したコネクティビティを善良な
管理者の注意をもって使⽤していただきます。 

 

(8) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(7)の規定に違反してコネクティビティを
亡失し、⼜はき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事
等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。 

 

(9) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が設置したコネクティビティについ
て、コネクティビティの廃⽌、クローズドコンピュータ通信網契約の解除、クローズド
コンピュータ通信網サービスの⼀部若しくは全部の廃⽌⼜はその他の事由により、その
コネクティビティを使⽤する権利を失ったときは、そのコネクティビティをクローズド
コンピュータ通信網契約者の費⽤負担により原状に復したうえで、当社が指定する期⽇
までに当社が指定する⽅法によりクローズドコンピュータ通信網サービス取扱所へ返還
していただきます。 

 

(10) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(9)の規定によるコネクティビティの返還
が遅延したとき（当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。）は、当社が別に算
定する⾦額を⽀払っていただきます。 

 

(11) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(9)の規定によるコネクティビティの返還
に関し、当社がそのコネクティビティをその所在場所から撤去⼜は回収するときは、そ
の撤去⼜は回収に協⼒するものとし、これを妨害し、⼜は拒んだりしないものとします。 
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(12) 当社は、(9)の規定によるコネクティビティの返還に際して、クローズドコンピュー
タ通信網契約者がそのコネクティビティ以外の物品等を同梱した場合、その物品等の所
有者がその所有権を放棄したものとみなし、その物品等を任意に処分できるものとしま
す。 

 

18 クローズドコンピュータ通信網サービスに係る屋内配線の提供等 18 削除 
(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ

ゴリー３（クラス２のタイプ１に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下18
において同じとします。）から請求があったときは、そのクローズドコンピュータ通信
網サービスに係る屋内配線を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契
約者は、料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要しま
す。 

 

(2) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から請求があったときは、屋内配線の
設置⼜はその他の変更に係る⼯事を⾏います。この場合、クローズドコンピュータ通信
網契約者は、料⾦表第３表に規定する⼯事費の⽀払いを要します。 

 

(3) 屋内配線を設置するために必要な場所は、クローズドコンピュータ通信網契約者から
提供していただきます。 

 

(4) クローズドコンピュータ通信網契約者が屋内配線を使⽤することができなくなった
ときは、当社に修理の請求をしていただきます。 

 

(5) 当社は、クローズドコンピュータ通信網サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場
合に限り、そのクローズドコンピュータ通信網サービスにおいて使⽤される屋内配線に
係る料⾦の⽀払い及び損害賠償について、そのクローズドコンピュータ通信網サービス
の場合に準じて取り扱います。 

 

(6) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が設置した屋内配線を善良な管理者の
注意をもって使⽤していただきます。 

 

(7) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(6)の規定に違反して屋内配線を亡失し、
⼜はき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要
な費⽤を⽀払っていただきます。 

 

(8) クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が設置した屋内配線について、屋内配
線の廃⽌、クローズドコンピュータ通信網契約の解除、クローズドコンピュータ通信網
サービスの⼀部若しくは全部の廃⽌⼜はその他の事由により、その屋内配線を使⽤する
権利を失ったときは、その屋内配線をクローズドコンピュータ通信網契約者の費⽤負担
により原状に復したうえで、当社が指定する期⽇までに当社が指定する⽅法によりクロ
ーズドコンピュータ通信網サービス取扱所へ返還していただきます。 
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(9) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(8)の規定による屋内配線の返還が遅延し
たとき（当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。）は、当社が別に算定する⾦
額を⽀払っていただきます。 

 

(10) クローズドコンピュータ通信網契約者は、(8)の規定による屋内配線の返還に関し、
当社がその屋内配線をその所在場所から撤去⼜は回収するときは、その撤去⼜は回収に
協⼒するものとし、これを妨害し、⼜は拒んだりしないものとします。 

 

(11) 当社は、(8)の規定による屋内配線の返還に際して、クローズドコンピュータ通信網
契約者がその屋内配線以外の物品等を同梱した場合、その物品等の所有者がその所有権
を放棄したものとみなし、その物品等を任意に処分できるものとします。 

 

19 保守⼀元サービスの提供等 19 削除 
(1) 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者（料⾦表第１表（料⾦）に定めるカテ

ゴリー３（クラス１に係るものに限ります。）に係る者に限ります。以下19において同
じとします。）から請求があったときは、その契約に係る協定事業者の提供するＤＳＬ
回線（別記３に規定する他社接続契約者回線に係るものに限ります。以下19において同
じとします。）⼜は光アクセス回線（別記３に規定する他社接続契約者回線（東⽇本電信
電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社の卸電気通信役務を利⽤する他の電気通信事
業者の電気通信サービスに係るものを除きます。）に係るものに限ります。以下19にお
いて同じとします。）の故障等に係る保守⼀元サービス（クローズドコンピュータ通信
網契約者が協定事業者へ修理の請求等を⾏うものを当社が⼀元的に取次ぎ、代⾏して⾏
うものをいいます。）を提供します。この場合、クローズドコンピュータ通信網契約者は
料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する料⾦の⽀払いを要します。 

 

(2) 協定事業者の提供するＤＳＬ回線⼜は光アクセス回線の修理、復旧の対応時間は、ク
ローズドコンピュータ通信網契約者と協定事業者との契約（通信⼜は保守の態様による
細⽬）によります。 

 

20 利⽤権に関する事項の証明 20 利⽤権に関する事項の証明 
(1) 当社は、利害関係⼈から請求があったときは、利⽤権に関する次の事項を、当社の帳

簿（電磁的記録により調整したものを含みます。）に基づき証明します。 
 ただし、証明の請求があった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあ
ります。 

(1) 当社は、利害関係⼈から請求があったときは、利⽤権に関する次の事項を、当社の帳
簿（電磁的記録により調整したものを含みます。）に基づき証明します。 
 ただし、証明の請求があった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあ
ります。 

ア〜イ （略） ア〜イ （略） 
ウ 加⼊者回線の終端のある場所 ウ 削除 
エ〜キ （略） エ〜キ （略） 

(2) （略） (2) （略） 
21〜23 （略） 21〜23 （略） 
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料⾦表 
通則 

料⾦表 
通則 

１ （略） １ （略） 
２ 当社は、次の場合が⽣じたときは、定額利⽤料等をその利⽤⽇数に応じて⽇割します。 ２ 当社は、次の場合が⽣じたときは、定額利⽤料等をその利⽤⽇数に応じて⽇割します。 

(1) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始（端末
設備についてはその提供の開始）があったとき。 

(1) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始があ
ったとき。 

(2) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に契約の解除（端末設備についてはその廃⽌）があったとき。 (2) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に契約の解除があったとき。 
(3) 料⾦⽉の初⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始（端末設備につ

いてはその提供の開始）を⾏い、その⽇にその契約の解除（端末設備についてはその廃
⽌）があったとき。 

(3) 料⾦⽉の初⽇にクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始を⾏い、その⽇
にその契約の解除があったとき。 

(4)〜(6) （略） (4)〜(6) （略） 
３〜13 （略） ３〜13 （略） 
  
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  １ 適⽤ 

第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  １ 適⽤ 

 区  分 内        容   区  分 内        容  
 (1) 種別に係る

料⾦の適⽤ 
当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり種別を定め
ます。 

  (1) 種別に係る
料⾦の適⽤ 

当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり種別を定め
ます。 

 

   種 別 内     容      種 別 内     容   
   カテゴリー２ （略）      カテゴリー２ （略）   
   カテゴリー３ 次の(1)から(3)までに掲げるものから構

成されるグループを利⽤するものであっ
て、ＣＣＮグループ識別共通符号⼜は当
社が付与するＩＰアドレスによりカテゴ
リー３に係るＣＣＮグループ内の通信を
⾏うもの 

         

    (1) 他社接続契約者回線（ＤＳＬ回線
⼜は光アクセス回線に係るものに限
ります。） 

         

    (2) 加⼊者回線          
    (3) 契約者回線          
   備考 （略）      備考 （略）   
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 (2) 品⽬に係る

料⾦の適⽤ 
ア 削除   (2) 削除 削除  

  イ 当社は、カテゴリー３（クラス２に係るものに限ります。）
に係る料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬を定め
ます。 

     

  (ア) ＤＳＬ回線に係るもの      
   品⽬ 内     容       
   1.5Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送⽅向については最

⼤1.536Mbit/sまで、他の伝送⽅向について
は最⼤512Kbit/sまでの符号伝送が可能なも
の 

      

   ８Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送⽅向については最
⼤概ね８Mbit/sまで、他の伝送⽅向について
は最⼤概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能な
もの 

      

   12Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送⽅向については最
⼤概ね12Mbit/sまで、他の伝送⽅向について
は最⼤概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能な
もの 

      

   24Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送⽅向については最
⼤概ね24Mbit/sまで、他の伝送⽅向について
は最⼤概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能な
もの 

      

   40Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送⽅向については最
⼤概ね40Mbit/sまで、他の伝送⽅向について
は最⼤概ね１Mbit/sまでの符号伝送が可能な
もの 

      

   47Mb/s ＤＳＬ回線の終端への伝送⽅向については最
⼤概ね47Mbit/sまで、他の伝送⽅向について
は最⼤概ね５Mbit/sまでの符号伝送が可能な
もの 

      

   備考       
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   １ 24Mb/s品⽬のものは、加⼊者回線が⻄⽇本電信電
話株式会社に係るものに限り提供します。 

      

   ２ 削除       
        
  (イ) 光アクセス回線に係るもの      
   品⽬ 内     容          
   100 Mb/s 最⼤100Mbit/sまでの符号伝送が可能な

もの 
         

   備考 削除         
        
  ウ 当社は、カテゴリー３（クラス１のタイプ４⼜はタイプ６に

係るものに限ります。）に係る料⾦額を適⽤するにあたって、
次表のとおり品⽬を定めます。 

     

   品⽬ 内     容          
   10Mb/s か ら

20Mb/s ご と
に 70Mb/s ま
で 及 び
100Mb/s の
品⽬ 

料⾦表別表に規定する伝送速度までの符
号伝送が可能なもの 

         

   備考 加⼊者回線インタフェースは、100BASE-TXに限り
提供します。 

        

        
 (3) 細⽬に係る

料⾦の適⽤ 
ア （略）   (3) 細⽬に係る

料⾦の適⽤ 
ア （略）  

  イ 当社は、カテゴリー３に係る料⾦額を適⽤するにあたって、
次表のとおり通信⼜は保守の態様による細⽬を定めます。 

   イ 削除  

  (ア) 接続形態による区別      
   区 別 内     容          
   クラス１ 別記３に規定する協定事業者のＤＳＬ回

線⼜は光アクセス回線と接続して提供す
るものであってクラス２以外のもの 

         

   クラス２ 加⼊者回線と接続して提供するもの          



〜2022年11⽉30⽇ 2022年12⽉1⽇〜 
 

28/47 

   備考         
   １ 当社は、カテゴリー３におけるその他の技術的な提

供条件等について、クローズドコンピュータ通信網契
約の申込みをする者及びクローズドコンピュータ通
信網契約者に開⽰します。 

        

   ２ クローズドコンピュータ通信網契約者は、当社が開
⽰した技術的な提供条件等を遵守するものとします。 

        

        
  (イ) アクセス回線による区別      
  Ａ クラス１に係るもの      
   区 別 内     容          
   タイプ１ 利⽤回線を利⽤するもの          
   タイプ２ 別記３に定めるＤＳＬ回線を利⽤するも

の 
         

   タイプ３ タイプＮと同じ光アクセス回線を利⽤す
るものであって、東⽇本電信電話株式会
社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社の契約約
款及び料⾦表に規定するメニュー５－１
⼜はメニュー５－２（いずれもサービス
提供を終了したものに限ります。）からの
移⾏に係るもの 

         

   タイプ４ 契約者回線と接続して提供するもの          
   タイプ６ 加⼊者回線（契約事業者に係るものを除

きます。）と接続して提供するもの 
         

   タイプＮ 別 記 ３ の EK030 、 EK040 、 EM020 、
EM030、WK020、WK030、WM020⼜は
WM030に係る光アクセス回線を利⽤す
るもの 

         

        
  Ｂ クラス２に係るもの      
   区 別 内     容          
   タイプ１ 別記３に定めるＤＳＬ回線を利⽤するも

の 
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   タイプ２ タイプＮと同じ光アクセス回線を利⽤す
るものであって、東⽇本電信電話株式会
社の契約約款及び料⾦表に規定するメニ
ュー５－１（サービス提供を終了したも
のに限ります。）からの移⾏に係るもの 

         

   タイプＮ 別記３のEK030、EK040、WK020⼜は
WK030に係る光アクセス回線を利⽤す
るもの 

         

   備考 この約款に定めのない、クラス２の加⼊者回線に係
る提供条件は、別記３に定める契約事業者の契約約款
（料⾦表の規定に係るものに限ります。）に準ずるも
のとします。 

        

        
  ウ 当社は、カテゴリー３（クラス２に係るものに限ります。）

に係る料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり保守の態様
による細⽬を定めます。 

   ウ 削除  

   区 別 内     容          
   保守メニュー

１ 
午前９時から午後５時までの時間帯以外
の時刻に、そのクローズドコンピュータ
通信網契約に係る修理⼜は復旧の請求を
受け付けたときに、午前９時から午後５
時までの時間帯（その受け付けた時刻以
後の直近のものとします。）においてその
修理⼜は復旧を⾏うもの 

         

   保守メニュー
２ 

保守メニュー１以外のもの          

   備考 クローズドコンピュータ通信網契約者は、そのクロ
ーズドコンピュータ通信網契約について、同⼀⽉にお
いて複数回の通信⼜は保守の態様による細⽬の変更
（その通信⼜は保守の態様による細⽬の変更と同時
に品⽬の変更を⾏う場合を除きます。）の請求を⾏う
ことはできません。 

        

        
 (4)〜(5) （略） （略）   (4)〜(5) （略） （略）  
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 (6) 定額利⽤料
の適⽤ 

クローズドコンピュータ通信網サービスの定額利⽤料は、次のと
おりとします。 

  (6) 定額利⽤料
の適⽤ 

クローズドコンピュータ通信網サービスの定額利⽤料は、次のと
おりとします。 

 

  ア （略）    ア （略）  
  イ カテゴリー３の場合    イ 削除  
  (ア) クラス１の場合      
  ＣＣＮグループ回線における１の利⽤回線、他社接続契

約者回線（ＤＳＬ回線、光アクセス回線に係るものに限り
ます。）、加⼊者回線（加⼊者回線に係るものを除きます。）
⼜は契約者回線ごとに基本額を適⽤します。 

     

  (イ) クラス２の場合      
  ＣＣＮグループ回線における１の加⼊者回線ごとに基

本額を適⽤します。 
     

 (7) 利⽤料⾦の
適⽤除外 

クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３（クラス
２のタイプ１に係るものに限ります。）に係るものに限ります。
以下、この欄において同じとします。）の提供の開始、加⼊者回
線の移転⼜は品⽬の変更により、リンク未確⽴状態となった場合
（そのことを当社が確認できる場合に限ります。）であって、そ
のクローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始、加⼊者
回線の移転⼜は品⽬の変更の⽇の翌⽇から起算して20⽇以内に、
クローズドコンピュータ通信網契約者からその旨の申出があり、
そのクローズドコンピュータ通信網契約の解除、加⼊者回線の移
転⼜は品⽬の変更の請求が⾏われた場合は、料⾦表第1表（料⾦）
の規定にかかわらず、リンク未確⽴状態の期間に係る利⽤料⾦は
適⽤しません。 

  (7) 削除 削除  

 (8) 最低利⽤期
間 内 に 契 約 の
解 除 等 が あ っ
た 場 合 の 料 ⾦
の適⽤ 

ア クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３（ク
ラス１のタイプ４⼜はタイプ６に係るものを除きます。）に係
るものに限ります。）に係る最低利⽤期間は、第12条（最低利
⽤期間）にかかわらず１か⽉とします。 

  (8) 削除 削除  
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  イ クローズドコンピュータ通信網契約者は、最低利⽤期間内に
クローズドコンピュータ通信網契約（カテゴリー２のクラス２
のタイプ６に係るものを除きます。）の解除があった場合は、
第33条（利⽤料⾦等の⽀払義務）及び料⾦表通則の規定にかか
わらず、残余の期間（クローズドコンピュータ通信網契約の解
除があった⽇の翌⽇から起算して最低利⽤期間の満了⽇まで
とします。）に対応する定額利⽤料に相当する額を、当社が定
める期⽇までに、⼀括して⽀払っていただきます。 

     

  ウ クローズドコンピュータ通信網契約者は、最低利⽤期間内に
クローズドコンピュータ通信網サービスの品⽬等の変更があ
った場合は、その品⽬等の変更について変更前の定額利⽤料の
額から変更等後の定額利⽤料の額を控除し、残額があるとき
は、その残額に残余の期間（品⽬等の変更のあった⽇の翌⽇か
ら起算して最低利⽤期間の満了⽇までとします。）を乗じて得
た額を、当社が定める期⽇までに、⼀括して⽀払っていただき
ます。 

     

  
  ２ 料⾦額 
   ２－１ 定額利⽤料 
    (1) 基本額 

  ２ 料⾦額 
   ２－１ 削除 

     ア カテゴリー２のもの  
      (ア) 削除 
      (イ) 削除 
      (ウ) 削除 
      (エ) 削除 

 

     イ カテゴリー３のもの 
      (ア) クラス１のもの 

 

１契約ごとに⽉額  
 区   分 料  ⾦  額   
 タイプ１ 9,800円（10,780円）   
 タイプ２ 9,800円（10,780円）   
 タイプ３ 16,000円（17,600円）   
 タイプ４ 10Mb/sのもの 通常契約のもの 96,000円（105,600円）   
   ⼆重化付加契約のもの 32,000円（35,200円）   
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  30Mb/sのもの 通常契約のもの 150,000円(165,000円）   
   ⼆重化付加契約のもの 50,000円（55,000円）   
  50Mb/sのもの 通常契約のもの 250,000円(275,000円）   
   ⼆重化付加契約のもの 83,000円（91,300円）   
  70Mb/sのもの 通常契約のもの 350,000円(385,000円）   
   ⼆重化付加契約のもの 116,000円(127,600円）   
  100Mb/sのもの 通常契約のもの 500,000円(550,000円）   
   ⼆重化付加契約のもの 166,000円(182,600円）   
 タイプ６ 10Mb/sのもの 通常契約のもの 211,000円(232,100円）   
   ⼆重化付加契約のもの 147,000円(161,700円）   
  30Mb/sのもの 通常契約のもの 308,000円(338,800円）   
   ⼆重化付加契約のもの 208,000円(228,800円）   
  50Mb/sのもの 通常契約のもの 447,000円(491,700円）   
   ⼆重化付加契約のもの 280,000円(308,000円）   
  70Mb/sのもの 通常契約のもの 575,000円(632,500円）   
   ⼆重化付加契約のもの 341,000円(375,100円）   
  100Mb/sのもの 通常契約のもの 750,000円(825,000円）   
   ⼆重化付加契約のもの 416,000円(457,600円）   
 タイプＮ 16,000円（17,600円）   
  
      (イ) クラス２のもの 
       Ａ タイプ１のもの 
        ａ 東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１契約ごとに⽉額  
 区  分 料 ⾦ 額   
 1.5Mb/sのもの 15,850円（17,435円）   
 ８Mb/sのもの 16,050円（17,655円）   
 12Mb/sのもの 16,150円（17,765円）   
 40Mb/sのもの 16,250円（17,875円）   
 47Mb/sのもの 16,350円（17,985円）   
  
        ｂ ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

１契約ごとに⽉額  
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 区  分 料 ⾦ 額   
 1.5Mb/sのもの 15,850円（17,435円）   
 ８Mb/sのもの 16,050円（17,655円）   
 12Mb/sのもの 16,150円（17,765円）   
 24Mb/sのもの 16,220円（17,842円）   
 40Mb/sのもの 16,250円（17,875円）   
 47Mb/sのもの 16,250円（17,875円）   
  
       Ｂ タイプ２のもの 
        東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１契約ごとに⽉額  
 区  分 料 ⾦ 額   
 100Mb/sのもの 21,600円（23,760円）   
  
       Ｃ 削除 
       Ｄ タイプＮのもの 
        ａ 東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１契約ごとに⽉額  
 区  分 料 ⾦ 額   
 100Mb/sのもの 21,600円（23,760円）   
  
        ｂ ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

１契約ごとに⽉額  
 区  分 料 ⾦ 額   
 100Mb/sのもの 21,800円（23,980円）   
  
    (2) 加算額 
     保守メニュー２のものに係る加算額 
      ア 削除 
      イ カテゴリー３のクラス２のもの 
       (ア) 東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１の加⼊者回線ごとに⽉額  
 区   分 料    ⾦    額   
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 タイプ１に係るもの 2,500円（2,750円）   
 タイプ２に係るもの 2,500円（2,750円）   
 タイプＮに係るもの 2,500円（2,750円）   
  
       (イ) ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

１の加⼊者回線ごとに⽉額  
 区   分 料    ⾦    額   
 タイプ１に係るもの 2,500円（2,750円）   
 タイプＮに係るもの 2,500円（2,750円）   
  
   ２－２ 削除    ２－２ 削除 
  
 第２ 使⽤料 
  １ クローズドコンピュータ通信網契約に係るもの 

 第２ 削除 

   １－１ 適⽤  
 区  分 内         容      
 (1) 回線終端装

置 使 ⽤ 料 の 適
⽤ 

回線終端装置使⽤料は、１の加⼊者回線（光アクセス回線に係る
ものを除きます。）に係るものに限ります。）ごとに適⽤します。 

     

 (2) 屋内配線使
⽤料の適⽤ 

屋内配線使⽤料は、加⼊者回線（光アクセス回線に係るものに限
ります。）の終端からジャック⼜はローゼット（ジャック⼜はロ
ーゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下こ
の欄において同じとします。）ごとに適⽤します。 

     

  
   １－２ 料⾦額 
    １－２－１ 回線終端装置使⽤料 

 

１装置ごとに⽉額  
 料 ⾦ 種 別 料 ⾦ 額   
 基本料 900円（990円）   
 保守メニュー２に係る加算料 500円（550円）   
  
    １－２－２ 屋内配線使⽤料  
 単 位 料 ⾦ 額   
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 １の加⼊者回線ごとに⽉額 200円（220円）   
 備考 屋内配線使⽤料は、次に掲げるクローズドコンピュータ通信網契約に係る加⼊

者回線に適⽤します。 
  

 (1) 削除   
 (2) カテゴリー３のクラス２（タイプ２⼜はタイプＮに係るものに限ります。）に

係るもの 
  

  
 第３ （略）  第３ （略） 
  
第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 
 １ 適⽤ 

第２表 ⼯事に関する費⽤（⼯事費（附帯サービスの⼯事費を除きます。）） 
 １ 適⽤ 

 区  分 内        容   区  分 内        容  
 (1) ⼯事費の算

定 
⼯事費は、施⼯した⼯事に係るネットワーク⼯事費、アクセス回
線⼯事費、回線調整⼯事費、配線経路調査⼯事費、配線経路構築
⼯事費、結果報告⼯事費、訪問時刻指定⼯事費及び開通サポート
⼯事費を合計して算定します。 

  (1) ⼯事費の算
定 

⼯事費は、施⼯した⼯事に係るネットワーク⼯事費及び開通サポ
ート⼯事費を合計して算定します。 

 

 (2) ネットワー
ク ⼯ 事 費 及 び
回 線 調 整 ⼯ 事
費の適⽤ 

ネットワーク⼯事費及び回線調整⼯事費は、次の場合に適⽤しま
す。 

  (2) ネットワー
ク⼯事費の適⽤ 

ネットワーク⼯事費は、次の場合に適⽤します。  

   区  分 ネットワーク⼯事費等の適⽤      区  分 ネットワーク⼯事費の適⽤   
   ア （略） （略）      ア （略） （略）   
   イ 回線調整

⼯事費 
クローズドコンピュータ通信網契約（カ
テゴリー３のクラス２のタイプ１に係る
ものに限ります。）に係るものに限りま
す。）に係る加⼊者回線について、回線調
整（回線収容替え、ブリッジタップはずし
（加⼊者回線に係る伝送路設備が分岐し
ている状態を、分岐していない状態にす
ることをいいます。以下、同じとします。）
⼜は保安器の変更等を⾏なうことをいい
ます。以下、同じとします。）を⾏なった
場合に適⽤します。 
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 (3) アクセス回
線 ⼯ 事 費 の 適
⽤ 

ア アクセス回線⼯事費は、加⼊者回線及び契約者回線に係る⼯
事を要する場合に適⽤します。 

  (3) 削除 削除  

  イ クローズドコンピュータ通信網契約者は、午後５時から午前
８時までの時間帯に次の⼯事を⾏ってほしい旨の申出を⾏う
場合は、(11)欄に規定する訪問時刻指定⼯事の希望の有無にか
かわらず、対象となる契約者回線等に係る⼯事に加えて、訪問
時刻指定⼯事の申込みを要します。 

     

  (ア) 削除 
(イ) 削除 
(ウ) カテゴリー３のクラス２（タイプ１に係るものを除きま

す。）に係る加⼊者回線の⼯事 

     

 (4) 品⽬等の変
更 の 場 合 の ⼯
事費の適⽤ 

ア （略） 
イ アクセス回線⼆重化の利⽤若しくは接続契約者回線等の接

続の変更⼜は移転の場合の⼯事費は、変更後のアクセス回線⼆
重化の利⽤若しくは接続契約者回線等の接続に関する⼯事⼜
は移転先の取付けに関する⼯事に適⽤します。 

  (4) 品⽬等の変
更の場合の⼯事
費の適⽤ 

ア （略） 
イ 接続契約者回線の接続の変更⼜は移転の場合の⼯事費は、変

更後の接続契約者回線の接続に関する⼯事⼜は移転先の取付
けに関する⼯事に適⽤します。 

 

 (5) 別棟配線の
場 合 の ア ク セ
ス 回 線 ⼯ 事 費
の適⽤ 

別棟との間の配線⼯事を⾏った場合のアクセス回線⼯事費の額
については、２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、別に算定す
る実費とします。 

  (5) 削除 削除  

 (6) 配線経路調
査 ⼯ 事 費 の 適
⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス回線に係るものに
限ります。）について、次のとおり、配線経路の調査に係る配線
経路調査⼯事費を適⽤します。 

  (6) 削除 削除  

  ア 配線経路調査⼯事とは、クローズドコンピュータ通信網契約
者から、配線経路調査⼯事費を⽀払うことを条件として、加⼊
者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）
⼜は建物内において配線経路の調査を⾏ってほしい旨の申出
があった場合に、当社がその調査を⾏うことをいいます。 

     

  イ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から配線経路
調査⼯事の申出があった場合は、当社のクローズドコンピュー
タ通信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときに限り、
配線経路調査⼯事を⾏います。 
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  ウ クローズドコンピュータ通信網契約者は、次の場合に、配線
経路調査⼯事費の⽀払いを要します。 

 (ア) 当社が配線経路調査⼯事を⾏ったとき。 
 (イ) 当社が配線経路調査⼯事を⾏う当⽇にクローズドコンピ

ュータ通信網契約者の責めに帰すべき理由によりその調査
を⾏えなかったとき。 

     

  エ ウの規定にかかわらず、クローズドコンピュータ通信網契約
者は、当社の責めに帰すべき理由により配線経路調査⼯事が完
了しなかった場合は、配線経路調査⼯事費の⽀払いを要しませ
ん。 

     

  オ ウ及びエのほか、当社は、配線経路調査⼯事に係る当社の準
備等に要した費⽤を請求することがあります。 

     

 (7) 配線経路構
築⼯事費 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス回線に係るものに
限ります。）について、次のとおり、配線経路の構築に係る配線
経路構築⼯事費を適⽤します。 

  (7) 削除 削除  

  ア 配線経路構築⼯事とは、クローズドコンピュータ通信網契約
者から、加⼊者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を
含みます。）⼜は建物内において配線経路の構築を⾏ってほし
い旨の申出があった場合に、当社がその構築を⾏うことをいい
ます。 

     

  イ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から配線経路
構築⼯事の申出があった場合は、当社がその配線経路の構築を
必要と認める場合であって、当社のクローズドコンピュータ通
信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときに限り、配線
経路構築⼯事を⾏います。 

     

  ウ クローズドコンピュータ通信網契約者は、次の場合に、配線
経路構築⼯事費の⽀払いを要します。 

 (ア) 当社が配線経路構築⼯事を⾏ったとき。 
 (イ) 当社が配線経路構築⼯事を⾏う当⽇にクローズドコンピ

ュータ通信網の責めに帰すべき理由によりその構築を⾏え
なかったとき。 
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  エ ウの規定にかかわらず、クローズドコンピュータ通信網契約
者は、当社の責めに帰すべき理由により配線経路構築⼯事が完
了しなかった場合は、配線経路構築⼯事費の⽀払いを要しませ
ん。 

     

  オ ウ及びエのほか、当社は、配線経路構築⼯事に係る当社の準
備等に要した費⽤を請求することがあります。 

     

 (8) 結果報告⼯
事費の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
に係るものであって、加⼊者回線が光アクセス回線に係るものに
限ります。）について、次のとおり、⼯事の結果の報告に係る結
果報告⼯事費を適⽤します。 

  (8) 削除 削除  

  ア ⼯事結果報告とは、クローズドコンピュータ通信網契約者か
ら、結果報告⼯事費を⽀払うことを条件として、当社からその
クローズドコンピュータ通信網契約者が指定する者へ⼯事の
結果の報告を⾏ってほしい旨の申出があった場合に、当社がそ
の報告を⾏うことをいいます。 

     

  イ ⼯事結果報告の対象となる⼯事は、アクセス回線⼯事費の⽀
払いを要する⼯事に限ります。 

     

  ウ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から⼯事結果
報告の申出があった場合は、当社のクローズドコンピュータ通
信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときに限り、⼯事
結果報告を⾏います。 

     

  エ クローズドコンピュータ通信網契約者は、次の場合に、結果
報告⼯事費の⽀払いを要します。 

 (ア) 当社が⼯事結果報告を⾏ったとき。 
 (イ) クローズドコンピュータ通信網契約者の責めに帰すべき

理由により、当社が⼯事結果報告を⾏えなかったとき。 

     

  オ エの規定にかかわらず、クローズドコンピュータ通信網契約
者は、当社の責めに帰すべき理由により⼯事結果報告が完了し
なかった場合は、結果報告⼯事費の⽀払いを要しません。 

     

  カ エ及びオのほか、当社は、⼯事結果報告に係る当社の準備等
に要した費⽤を請求することがあります。 

     

 (9) 削除 削除   (9) 削除 削除  
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 (10)  割 増⼯ 事
費の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から割増⼯事費を
⽀払うことを条件に次表に規定する時間帯に⼯事を⾏ってほし
い旨の申出があった場合であって、当社のクローズドコンピュー
タ通信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときは、その時
間帯に⼯事を⾏うことがあります（ただし、(8)欄に規定する⼯事
結果報告を⾏う時間帯は、そのクローズドコンピュータ通信網契
約者の申出の有無にかかわらず、その報告の対象となる⼯事を⾏
う時間帯と同じとみなします。）。この場合の割増⼯事費の額は、
２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、次表に規定する額としま
す。 

  (10) 割増⼯事費
の適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から割増⼯事費を
⽀払うことを条件に次表に規定する時間帯に⼯事を⾏ってほし
い旨の申出があった場合であって、当社のクローズドコンピュー
タ通信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときは、その時
間帯に⼯事を⾏うことがあります。この場合の割増⼯事費の額
は、２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、次表に規定する額と
します。 

 

   （略）      （略）   
        
 (11)  訪 問時 刻

指 定 ⼯ 事 費 の
適⽤ 

当社は、クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３
のクラス２（タイプ１に係るものを除きます。）に限ります。）
について、次のとおり、訪問時刻指定⼯事に係る訪問時刻指定⼯
事費を適⽤します。 

  (11) 削除 削除  

  ア 訪問時刻指定⼯事とは、クローズドコンピュータ通信網契約
者から、訪問時刻指定⼯事費を⽀払うことを条件としてそのク
ローズドコンピュータ通信網契約者が指定する指定時刻から
⼯事等を⾏ってほしい旨の申出があった場合に、当社がその指
定時刻から⼯事等を⾏うことをいいます。 

     

  イ 訪問時刻指定⼯事の対象となる⼯事等は、次に掲げるものと
します。 

     

  (ア) アクセス回線⼯事費の⽀払いを要する⼯事 
(イ) 当社が(ア)の⼯事を施⼯する前に光アクセス回線の設置

場所において⾏う調査（ただし、当該調査は、当社が必要と
認める場合に限り⾏います。） 

     

  (ウ) (6)欄に規定する配線経路調査⼯事 
(エ) (7)欄に規定する配線経路構築⼯事 

     

  ウ クローズドコンピュータ通信網契約者が指定することがで
きる指定時刻は、正時とします。 

     

  エ クローズドコンピュータ通信網契約者は、訪問時刻指定⼯事
を希望する場合は、あらかじめ当社が指定する期⽇までに申出
を⾏っていただきます。 
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  オ 当社は、クローズドコンピュータ通信網契約者から訪問時刻
指定⼯事の申出があった場合は、当社のクローズドコンピュー
タ通信網サービスに係る業務の遂⾏上⽀障がないときに限り、
訪問時刻指定⼯事を⾏います。 

     

  カ クローズドコンピュータ通信網契約者は、次の場合に、訪問
時刻指定⼯事の対象となる⼯事等に要する⼯事費に加えて、訪
問時刻指定⼯事費の⽀払いを要します。 

     

  (ア) 当社が指定時刻に訪問時刻指定⼯事を⾏う場所に到着し
たとき。 

(イ) クローズドコンピュータ通信網契約者の責めに帰すべき
理由により、当社が指定時刻に訪問時刻指定⼯事を⾏う場所
に到着できなかったとき。 

     

  キ カの規定にかかわらず、クローズドコンピュータ通信網契約
者は、当社の責めに帰すべき理由により、訪問時刻指定⼯事の
対象となる⼯事等が完了しなかった場合は、訪問時刻指定⼯事
費の⽀払いを要しません。 
 なお、当社が訪問時刻指定⼯事の対象となる⼯事等を完了し
なかった場合の責任は、本項に規定する内容に限ります。 

     

  ク カのほか、当社は、訪問時刻指定⼯事に係る当社の準備等に
要した費⽤を請求することがあります。 

     

  ケ 当社は、アクセス回線⼯事費の⽀払いを要する⼯事と配線経
路構築⼯事を同⼀の⽇に⾏う場合は、それらの⼯事を１の⼯事
とみなして、訪問時刻指定⼯事費を適⽤します。 

     

 (12)  ⼯ 事費 の
適⽤除外 

次の⼯事については、２（⼯事費の額）の規定にかかわらず、⼯
事費の⽀払いを要しません。 

  (12) 削除 削除  

  ア 削除      
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  イ クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３のク
ラス２のタイプ１に係るものに限ります。）の提供の開始によ
り、ＤＳＬ回線に起因してリンク未確⽴状態となった場合（そ
のことを当社が確認できる場合に限ります。）であって、その
クローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始の⽇の
翌⽇から起算して20⽇以内に、クローズドコンピュータ通信網
契約者からその旨の申出があり、そのクローズドコンピュータ
通信網契約の解除⼜は加⼊者回線の移転若しくは品⽬等の変
更の請求が⾏われたときの⼯事（リンク未確⽴状態となったク
ローズドコンピュータ通信網サービスに係るもの及びその変
更前の品⽬等への変更に係るもの⼜はその移転前の加⼊者回
線の終端の場所への移転に係るものに限ります。） 

     

 (13)  開 通サ ポ
ー ト ⼯ 事 費 の
適⽤ 

当社は、本表(12)欄の規定にかかわらず、本表(2)欄から(11)欄
までの⼯事費を要する⼯事と異なる⼯事であって、当社とクロー
ズドコンピュータ通信網契約者が別に定める内容の⼯事を⾏う
場合は、開通サポート⼯事費を適⽤します。 

  (13) 開通サポー
ト⼯事費の適⽤ 

当社は、本表(2)欄から(10)欄までの⼯事費を要する⼯事と異な
る⼯事であって、当社とクローズドコンピュータ通信網契約者が
別に定める内容の⼯事を⾏う場合は、開通サポート⼯事費を適⽤
します。 

 

 (14)〜(15) (略) （略）   (14)〜(15) (略) （略）  
  
 ２ ⼯事費の額  ２ ⼯事費の額 

クローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始、品⽬等の変更、アクセス回線
⼆重化の利⽤、回線終端装置の設置等、回線調整⼜はその他の契約内容の変更に関する
⼯事 

クローズドコンピュータ通信網サービスの提供の開始、品⽬等の変更⼜はその他の契
約内容の変更に関する⼯事 

 区    分 単  位 ⼯事費の額   区    分 単  位 ⼯事費の額  
 (1) 

ネ
ッ
ト
ワ
ー

ア 
イ
⼜
は
ウ
以

カテゴリー２
に関する⼯事
の場合 

（略）   (1) 
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ア 
イ
⼜
は
ウ
以

カテゴリー２
に関する⼯事
の場合 

（略）  

 カ
テ
ゴ

ク
ラ
ス

タ イ
プ １
か ら

利⽤の開始に
関する⼯事の
場合 

１の⼯事ごとに 3,000円 
(3,300円) 
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 ク
⼯
事
費 

外
に
関
す
る
⼯
事
の
場
合 

リ
ー
３
に
関
す
る
⼯
事
の
場
合 

１
に
関
す
る
⼯
事
の
場
合 

タ イ
プ ３
ま で
及 び
タ イ
プ Ｎ
に 関
す る
⼯ 事
の 場
合 

上記以外に関
する⼯事の場
合 

１の⼯事ごとに 2,000円 
(2,200円) 

  ク
⼯
事
費 

外
に
関
す
る
⼯
事
の
場
合 

  

 タイプ４⼜はタイプ６
に関する⼯事の場合 

１の⼯事ごとに 6,000円 
(6,600円) 

    

    ク
ラ
ス
２
に
関
す
る
⼯
事
の
場
合 

利⽤の開始に関する⼯
事の場合 

１の⼯事ごとに 3,000円 
(3,300円) 

      

    上記以外に関する⼯事
の場合 

１の⼯事ごとに 2,000円 
(2,200円) 

      

  イ〜ウ （略）    イ〜ウ （略）  
 (2) アクセス回線⼯事費（カテゴリー３（クラス

１（タイプ６に係るものに限ります。）⼜はク
ラス２に係るものに限ります。）に関する⼯事
の場合に限ります。） 

 別 に 算 定 す
る実費 

  (2) 削除  

 (3) 
回

ア 回線収容替えを⾏う⼯事の場合 別 に 算 定 す
る実費 

  (3) 削除  
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 線
調
整
⼯
事
費 

イ ブリッジタップはずしを⾏う⼯事の場合 別 に 算 定 す
る実費 

    

 ウ 保安器の変更を⾏う⼯事の場合 別 に 算 定 す
る実費 

    

 (4) 配線経路調査⼯事費 １の⼯事ごとに 別 に 算 定 す
る実費 

  (4) 削除  

 (5) 配線経路構築⼯事費 １の⼯事ごとに 別 に 算 定 す
る実費 

  (5) 削除  

 (6) 結果報告⼯事費 １の⼯事ごとに 別 に 算 定 す
る実費 

  (6) 削除  

 (7) 削除   (7) 削除    
 (8) 訪問時刻指定⼯事費 １の指定する指

定時刻ごとに 
別 に 算 定 す
る実費 

  (8) 削除  

 (9) （略） （略） （略）   (9) （略） （略） （略）  
 備考   備考 削除  
 １ 当社は、回線調整（保安器の変更を除きます。）の結果を、そのクローズドコン

ピュータ通信網契約者に通知します。 
    

 ２ 当社は、回線調整について、その実施によりＤＳＬ⽅式に起因する事象が発⽣
しなくなることを保証するものではありません。 

    

 ３ 回線調整の結果、ＤＳＬ回線の通信の状態に全く改善が⾒られなかった場合、
回線調整⼯事費は適⽤しません（保安器の変更に係るものを除きます。）。 

    

  
第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
 第１ 削除 

第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
 第１ 削除 

 第２ 加⼊者回線に係る端末設備等使⽤料 
  １ 適⽤ 

 第２ 削除 

 区  分 内        容      
 (1) 加⼊者回線

に 係 る 端 末 設
備 等 の 提 供 に
係 る 料 ⾦ の 適
⽤ 

ア 当社は加⼊者回線に係るクローズドコンピュータ通信網契
約者について、加⼊者回線ごとに端末設備の提供等に係る料⾦
を適⽤します。 
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  イ 端末設備に関する料⾦は、端末設備使⽤料の基本料を適⽤
し、加⼊者回線に係る保守の態様が保守メニュー２に係るもの
は加算料を合算（配線設備多重装置の場合を除きます。）して
適⽤します。 

     

  ウ 当社は、端末設備の提供等に係る料⾦を料⾦表通則の規定に
準じて取り扱います。 

     

 (2) 加⼊者回線
に 係 る 端 末 設
備 等 使 ⽤ 料 の
適 ⽤ に 関 す る
特例 

クローズドコンピュータ通信網サービス（カテゴリー３のクラス
２のタイプ１に限ります。）の提供の開始により、ＤＳＬ回線に
起因してリンク未確⽴状態となった場合（そのことを当社が確認
できる場合に限ります。）であって、そのクローズドコンピュー
タ通信網サービスの提供の開始の⽇の翌⽇から起算して20⽇以
内に、クローズドコンピュータ通信網契約者からその旨の申出が
あり、そのクローズドコンピュータ通信網契約の解除⼜は加⼊者
回線の移転若しくは品⽬等の変更の請求が⾏われた場合は、第２
（加⼊者回線に係る端末設備等使⽤料）の規定にかかわらず、端
末設備等使⽤料（リンク未確⽴状態となったクローズドコンピュ
ータ通信網サービスに係るもの及びその変更前の品⽬への変更
に係るもの⼜はその移転前の加⼊者回線の終端の場所への移転
に係るものに限ります。）は適⽤しません。 

     

  
  ２ 端末設備使⽤料 
   ２－１ 基本料 

 

１装置ごとに⽉額  
  料⾦額   
 東⽇本電信

電話株式会
社に係るも
の 

変復調装置（ADSLモデム） 1.5Mb/s ⽤ の も の 、 ８
Mb/s ⽤ の も の ⼜ は
12Mb/s⽤のもの 

440円 
(484円) 

  

 変復調装置・ルータ機能付
き（ADSLモデム） 

40Mb/s ⽤ の も の ⼜ は
47Mb/s⽤のもの 

490円 
(539円) 

  

 ⻄⽇本電信
電話株式会
社に係るも
の 

変復調装置（ADSLモデム） 440円 
(484円) 
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   ２－２ 加算料 
    ア 東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

１加⼊者回線ごとに⽉額  
  料⾦額   
 保守メニュー２に係るもの 500円（550円）   
  
    イ ⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  

１加⼊者回線ごとに⽉額  
  料⾦額   
 保守メニュー２に係るもの 500円（550円）   
  
  ３ 端末設備の提供等に関する⼯事費 
   ア 加⼊者回線が東⽇本電信電話株式会社に係るもの 

 

  単 位 料⾦額   
 端末設備の提供に関する

⼯事費 
１の⼯事ごとに 別に算定する実費   

  
   イ 加⼊者回線が⻄⽇本電信電話株式会社に係るもの  
  単 位 料⾦額   
 端末設備の提供に関する

⼯事費 
１の⼯事ごとに 別に算定する実費   

  
 第３ コネクティビティ使⽤料 
  １ 適⽤ 

 第３ 削除 

 区  分 内         容      
 コネクティビテ

ィ使⽤料の適⽤ 
コネクティビティ使⽤料は、料⾦表通則の規定に準じて取り扱い
ます。 

     

  
  ２ 料⾦額 
   ２－１ ２－２以外のもの 

 

１の電気通信回線に接続する１のコネクティビティごとに⽉額  
 区   分 料    ⾦    額   
 10BASE-T 13,000円（14,300円）   
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 100BASE-TX 25,000円（27,500円）   
 1000BASE-SX⼜はATM 10,000円（11,000円）   
 10GBASE-LR 10,000円（11,000円）   
  
   ２－２ 別棟との間のコネクティビティに係るもの  

⽉額  
 区   分 料    ⾦    額   
 コネクティビティ使⽤料 別に算定する⾦額   
  
 第４ コネクティビティ⼯事費  第４ 削除 
 区   分 単  位 ⼯事費の額   
 ア 別棟との間のコネクティビ

ティに関する⼯事の場合 
 別に算定する実費   

 イ 上記以外に関する⼯事の場
合 

１の⼯事ごとに 35,000円(38,500円)   

  
 第５ 加⼊者回線に係る屋内配線利⽤ 
  １ 適⽤ 

 第５ 削除 

  内     容      
 屋内配線利⽤料

の適⽤ 
１ 当社は加⼊者回線（ＤＳＬ回線に係るものに限ります。以下

この欄において同じとします。）に係るクローズドコンピュー
タ通信網契約者について、次の配線ごとに屋内配線利⽤料を適
⽤します。 

     

  ア 加⼊者回線の終端からジャック⼜はローゼット（ジャック
⼜はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とし
ます。以下この欄において同じとします。）までの配線 

     

  イ １のジャック⼜はローゼット⼜は他のジャック⼜はロー
ゼットまでの配線 

     

  ２ 屋内配線利⽤料は、料⾦表通則の規定に準じて取り扱いま
す。 

     

  
  ２ 料⾦額  

⽉額  
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 区 分 単 位 料⾦額   
 屋内配線利⽤料 １の加⼊者回線ごとに 60円（66円）   
  
  ３ 屋内配線の提供等に関する⼯事費  
 区 分 単 位 料⾦額   
 屋内配線の提供等に関する⼯事

費 
１の⼯事ごとに 別に算定する実費   

  
 第６ 保守⼀元サービスに係る料⾦  第６ 削除 

⽉額  
 区 分 単 位 料⾦額   
 保守⼀元サービスに係る料⾦ １のＤＳＬ回線⼜は１

のアクセス回線ごとに 
1,500円（1,650円）   

  
 第７〜第８ （略）  第７〜第８ （略） 
  
料⾦表別表 クローズドコンピュータ通信網サービスの伝送速度 料⾦表別表 削除 
 品⽬ 伝送速度 品⽬ 伝送速度 品⽬ 伝送速度   
 １Mb/s １Mbit/s 10Mb/s 10Mbit/s 60Mb/s 60Mbit/s   
 ２Mb/s ２Mbit/s 20Mb/s 20Mbit/s 70Mb/s 70Mbit/s   
 ３Mb/s ３Mbit/s 30Mb/s 30Mbit/s 80Mb/s 80Mbit/s   
 ４Mb/s ４Mbit/s 40Mb/s 40Mbit/s 90Mb/s 90Mbit/s   
 ５Mb/s ５Mbit/s 50Mb/s 50Mbit/s 100Mb/

s 
100Mbit/s   

  
 
 


